
 

移動支援（ガイドヘルプサービス）は、障害者総合支援法に定

められているサービスで、外出に付き添いが必要な方がガイド

ヘルパーを利用することができる制度です。利用を希望する場

合は、区の窓口に利用申請が必要です。（申請先:18 歳以上:

各区高齢障害支援課、18 歳未満:各区こども家庭支援課） 

 

横浜市ガイドボランティア事業は、支援対象の方が外出すると

き、必要な付き添いを行ったボランティアに活動の奨励金が支

払われる横浜市独自の制度です。支援対象者、ボランティアそ

れぞれが、事務取扱団体へ事前に登録が必要です。 

（問い合わせ先:各区移動情報センター） 

 

詳しくは、横浜市ホームページの各資料をご参照ください。 

参考資料 

・横浜市障害者移動支援事業の概要について 

・横浜市移動支援事業所一覧 

・横浜市ガイドボランティア事業 
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移動情報センターとは 

移動情報センターは、横浜市障害者プラン（第２期:平成 21 年度から 26 年度） 

の「将来にわたるあんしん施策」の１つとして、平成 2３年度から取り組みを開始し、平成 29

年度までに横浜市内全区に設置されました。将来にわたるあんしん施策は「横浜市在宅心身障

害者手当」を廃止し、その財源を活用して、障害のある方が地域で安心して暮らし続けられる

ことを目指した施策です。移動情報センターでは、移動に困難を抱える方からの相談に応じ

て、移動に関する支援制度のご案内や、サービス事業者等の情報提供や紹介を行っていま

す。また移動に関する支援を行うガイドボランティア等の人材の発掘、育成も行っていま

す。 

 

     

 

ガイドヘルプサービス     ガイドボランティア 

 



令和元年度 中区移動情報センター活動報告（4 月～12 月） 

 ■相談対応状況 

  4月から 12月までの第三四半期までの相談件数は 143件となっています。相談依頼内容は、余暇活

動での参加、通院等生活支援が多く、次いで施設や学校への通学支援がそれに続きます。また移動支援

を希望する障害区分を見てみると知的障害の方が約 5 割、身体に障害がある方からの相談が 2割とな

っています。その内訳の割合は次の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ガイドボランティア拡大のための取り組み 

   12月末現在、中区移動情報センターに登録している「ガイドボ 

ランティア」は 24名です。一方、ガイドボランティアの支援希望 

者は 17名となっています。 

支援してほしい時間が早朝であったり、毎日の希望であったりと、 

登録者と支援希望者の調整が難しいことも多くなっています。その 

ため、ガイドボランティア講座や障害関連団体への周知活動を行い、 

ガイドボランティアのすそ野の拡大に取り組んでいます。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

先ずは“中区移動情報センター”へお問い合わせ下さい！ 

 移動情報センターは、移動に関する相談をワンストップでお受けする窓口です。お気軽にご相談ください。

相談内容に応じ、移動に関する支援制度のご案内やサービス事業所等の紹介やコーディネートを行ないま

す。またガイドボランティアの活動に興味がある、ちょっとやってみたいなど、支援関する活動についても

お気軽にお尋ねください。 

受付時間：月～金曜日（祝日除く） ９：００～１７：００ 

mail : ido@nakasha.net   
 

〒231-0023 
住所：横浜市中区山下町２ 産業貿易ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ 4 階 

横浜市中区社会福祉協議会内 

中区移動情報センター 

TEL ：045-68１-6682   

FAX ：045-641-6078 

 

相談者の障害等の状況（相談件数と割合） 相談依頼内容 

ガイドボランティア講座 


